
  

卒業・進級判定基準 
 

第１条 卒業・進級の判定基準は以下のとおりとする。 
１． 各年次５７単位以上を取得した者は進級・卒業することができる。 
２． 上記１に該当する者は卒業・進級判定会議により最終決定する。 

 
    

出 席 率 定期試験 成績評価 合  否 進級・卒業判定 

６６．７％以上 

１００～９０点 Ａ 

合 格 各年次６０単位以上

を取得した者 

８９～８０点 Ｂ 

７９～７０点 Ｃ 

６９～６０点 Ｄ 

５９〜 ０点 Ｆ 不合格 

 ※上記以外の者は原級留め置きとする。 


